
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇計画の全体構成（施策展開のイメージ）と将来像 

大阪 21世紀の新環境総合計画（概要） 

◇大阪府の環境を取り巻く課題 

 

■計画の位置づけ 
豊かな環境の保全及び創造に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、環境基本条例に基づき策定するもの。また、大阪府の 2025年の将来の姿を現した「将来ビジョン・大阪」に示された「水とみどり豊かな新エネルギー都市」

実現の道筋を具体化し、広く大阪府の環境施策に関する基本方針や具体的手順を示すもの。 
。 

 

環境総合計画 

 

計画の効果的、効率的な推進 
  

地球温暖化の防止 

世界の温室効果ガスの排出量は、工業化以

降、人の活動により増加しており、このまま

放置すると、世界の気候システムに多くの変

化が引き起こされる可能性があると報告さ

れている。人口と産業が集積している大阪か

らは、温室効果ガスが多く排出されている。 

 

資源の循環的利用 

わたしたちの暮らしを支えている鉱物・石

油などの天然資源は有限である。人口の集中

する大阪では、多くの資源が消費されてお

り、家庭や事業場から出る廃棄物は、リサイ

クルや減量化された後、大阪湾に設けられた

処分場等に最終処分されているが、その容量

には限界がある。 

 

生物多様性の保全 

人の活動の影響等により、多くの生き物が

絶滅の危機に瀕しており、生物多様性の保全

が課題となっている。大阪では都市化の進展

等によって良好な生息環境が損なわれ、人と

自然のつながりも希薄になっている。 

健康的な暮らしの確保 

大気環境や水環境は改善が進んでいるが、

光化学オキシダントや大阪湾の水質など、環

境保全目標の達成が困難な項目もある。 

また、事業活動や日常生活の中で、様々な

化学物質が製造され、使用されており、環境

や人への影響が懸念されるものもある。 

 

魅力と活力ある快適な地域づくり 

大阪は、多くの人が住み、働き、訪れる地

域であるが、ヒートアイランド現象、騒音・

振動等の都市特有の問題や、｢雑然としてい

る｣などマイナスイメージがある。 

分野ごとの長期的将来像 
（概ね 2050年頃） 

建物の高断熱化や機器の省エネ・省ＣＯ２化が飛躍的
に進み、再生可能エネルギーやＣＯ２排出量の少ない自
動車が広く普及しているなど、温室効果ガスの排出量が
1990年度から 80％削減されている。 
 
 

資源の循環的な利用が自律的に進む社会が構築され、
廃棄物の排出量が最小限に抑えられている。また、生じ
た廃棄物はほぼ全量が再生原料として使用され、製品と
して購入されることによって循環し、最終処分量も必要
最小限となっている。 

生物多様性への人々の理解が進み、生物多様性に配慮
した行動によって、豊かな森林、農空間、里地・里山、
河川、海等が維持されている。また、生息環境を回復す
るための取組みが各地で行われた結果、大阪は身近に生
き物と触れ合える、水とみどり豊かな都市となってい
る。 

環境保全目標を全て満足し、澄みわたる空、深呼吸し
たくなる大気となっている。 
人の健康が保全されるとともに豊かな生態系が育ま

れ、身近に人と水がふれあえ、生活に潤いをあたえる水
環境となっている。 
環境リスクの高い化学物質の排出削減が進むととも

に、リスク管理やリスクコミュニケーションが定着し、
化学物質によるリスクが最小化されている。 

ヒートアイランド現象が緩和されるなど、快適な生活

環境が確保された、みどりが多く、豊かな水辺や歴史・

文化が活かされた、「暮らしやすい」「働きやすい」「訪

れたくなる」都市となっている。 

 

・ 持続可能な環境・経済・社会の実現に向けて、 

あらゆる分野への環境の視点の組み込み 

・ 地域主権の確立・広域連携の推進 

施策推進に当たっての視点 
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※ 

※「府民」とは大阪府に住む人だけでなく大阪府に関わる全ての人を指す。 
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府民の参加・行動 

 

  

  

 
資資源源循循環環型型社社会会のの構構築築  低低炭炭素素・・省省エエネネルルギギーー  

社社会会のの構構築築 

全全ててののいいののちちがが共共生生すするる  
社社会会のの構構築築  

健健康康でで安安心心ししてて暮暮ららせせるる  
社社会会のの構構築築 

魅魅力力とと活活力力ののああるる  

快快適適なな地地域域づづくくりり  

  

相乗効果による好循環 

■計画期間 
 長期的に目指す将来像を見据え、 

2020(平成 32)年までの 10年間 

参考資料 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年度目標（府民に分かりやすく、進捗状況が確認し易い） 

◇分野ごとの目標と施策の取組方針 

 

●生産・流通、消費、再生・処理、最終処分の各段階における資源の循環に
向けた取組みを促進 

 再生原料・再生可能資源の利用促進 
 廃棄物排出量の削減 
 リサイクル率の向上 
 最終処分量の削減 
 廃棄物の適正処理の徹底 

 

 

●あらゆる分野への環境の視点の組み込み（都市構造、金融・産業など） 

●地域主権・広域連携の推進（広域連携・関西広域連合での取組み推進、市町村への権限移譲の推進など）  

 

 

●複数年分の成果を評価するサイクルを追加 ●可能な限り得られた効果を数値化 

●評価資料の府民への公表及び意見募集 

■ 温室効果ガス排出量※を 2005 年度比で７％削減する 
※電気の排出係数は関西電力（株）の 2012 年度の値（0.514kg-CO2/kWh）を用

いて設定 

 

■資源の循環をさらに促進 
・一般廃棄物 最終処分量を 32万トン以下とする。 
・産業廃棄物 最終処分量を 37万トン以下とする。 

■リサイクル社会を実現するための府民行動を拡大 
・リサイクル製品を購入している府民の割合を倍増する。 
・資源物を分別している府民の割合を概ね 100％にする。 
 

■生物多様性の府民認知度を 70％以上に 
■生物多様性の損失を止める行動を拡大 
・活動する府民を倍増する。 
・保安林、鳥獣保護区等の地域指定を新たに約 2000ha拡大する。 

 

■ 大気環境をさらに改善 
・二酸化窒素の日平均値 0.06ppm以下を確実に達成するとともに、0.04ppm

以上の地域を改善する。 
・微小粒子状物質(PM2.5)の環境保全目標を達成する。 
・光化学オキシダント濃度 0.12ppm(注意報発令レベル)未満を目指す。 

■ 人と水がふれあえ、水道水源となりうる水質を目指
し、水環境をさらに改善 

・BOD(生物化学的酸素要求量)3mg/L 以下(環境保全目標の B 類型)を満た
す河川の割合を 8割にする。 

■ 多様な生物が棲む、豊かな大阪湾にする。 
・底層 DO(溶存酸素量) 5mg/L（湾奥部は 3mg/L）以上を達成する。 
・藻場を造成（藻場面積を 400haを目指す）する。 

■ 環境リスクの高い化学物質の排出量を 2010 年度よ
り削減 

 

●生物多様性についての府民理解を促進し、生物の生息環境の保全と回復へ
の行動を促進 

 生物多様性の重要性の理解促進 
 生物多様性に配慮した行動促進 
 府民と連携したモニタリング体制の構築 
 生物多様性保全に資する地域指定の拡大 
 エコロジカルネットワークの構築推進 

 

●あらゆる要素に｢低炭素｣の観点を組み入れて、低炭素化に向けた効果的な
取組みを促進し、低炭素・省エネルギー社会の構築を目指す。 

 家庭、産業・業務、運輸・交通の低炭素化に向けた取組みの推進 
 再生可能エネルギー等の普及 
 森林整備によるＣＯ２吸収の促進 
 気候変動の影響への適応、ヒートアイランド対策の推進 
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府民の参加・行動 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
・ 府民、地域団体・NPO、事業者、行政等の各主体

が積極的に参加し、自ら行動する社会 
・ 各主体が相互に連携して行動することにより、

相乗的な効果が発揮されている社会 

●快適な生活環境が確保された｢暮らしやすい｣、｢働きやすい｣、｢訪れたくなる｣都市を目指す。 
 みどり豊かな自然環境の保全・再生 みどりの風を感じるネットワークの形成 街の中に多様なみどりを創出 みどりの行動の促進 
 魅力ある景観の形成、歴史的・文化的環境の形成 
 騒音・振動の防止、ヒートアイランド対策 
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る 
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◇施策推進に当たっての視点 ◇施策の効率的・効果的推進 

●自動車排出ガス対策や工場等の固定発生源対策を推進 
 自動車から排出される窒素酸化物(NOx)と粒子状物質(PM)の削減対策の推進 
 微小粒子状物質(PM2.5)の現状把握と対策の検討・実施 
 揮発性有機化合物(VOC)の排出削減 
 建築物の解体工事に伴うアスベストの飛散防止対策の徹底 
●流域の特性に応じた水質、水量、水生生物、水辺等を総合的に捉えて対策
を推進 

 生活排水の 100％適正処理を目指した生活排水処理対策の促進や総量規制等の 
工場・事業場排水対策の推進 

 健全な水循環の保全・再生 
 大阪湾の環境改善対策の推進 
●環境リスクの高い化学物質の排出削減や、予防的取組みの推進、様々な主
体の環境リスクについての理解促進 

 環境リスクの高い化学物質の排出削減 
 化学物質に関するリスクコミュニケーションの推進 
 残留性有機汚染物質や汚染土壌等の適正管理・処理 

将来イメージ 
 

 

・ 環境配慮行動の実践（日常生活にお

ける配慮行動、環境配慮型製品の購

入、地域団体・NPO 等の活動への

参加など） 

府 民 

 

・ 地域に根ざした環境配慮行動の

提案・企画・実施、府民の環境

教育・学習の支援 など 

地域団体・NPO等 

 

・ 多様な環境施策の実施・展開 

・ 参加・行動を支援・促進するための

仕組みづくり 

・ 各主体間の調整 など 

行 政 
 

・ 環境に関する情報の積極的な発信による、

府民とのコミュニケーションの強化 

・ 事業活動における環境への配慮（環境負荷

の低減・環境配慮型製品の提供・開発など） 

・ 環境教育・学習や、地域団体・NPO等の

活動への協力・支援 など 

事業者 

施策の方向 

施策の方向 

●あらゆる主体が日常的に環境配慮行

動に取り組む社会の実現を目指し、環

境問題への気付きの促進と環境配慮

行動の拡大に向けた取組みを進める。 

 

 効果的な情報発信 

 環境教育・学習の推進 

 行動を支援する仕組みの充実 


